
  

人間・労使関係自主研究会 公開講座のご案内

経験で語る外国人労働者のポイント
～弁護士が取り組んだ団体交渉と外部監査のケーススタディについて～

　　　　　　　　　　   くろだ    みつひろ 　　　　　　　　 つかい   かずまさ

講師 弁護士 黒田 充宏 氏　　弁護士 塚井 一将 氏

【講座概要】外国人労働者を専門的に扱う弁護士が、これまで実際に対応した事案をベース

に講演します。技能実習生側のユニオンとの団交、感心するほどしっかりしたホワイトな監理

団体への同行監査、根拠資料すら出てこない監理団体への外部監査など、弁護士の奮闘記

を事例形式でお伝えします。

日　時　2023年10月20日（金） 18:30～20:30

場　所　大阪府社会保険労務士会館 ３階 大会議室 （Zoom併用）
参加費　2,000円（ご参加は社会保険労務士限定です）

懇親会　例会後、講師ご出席の懇親会を予定（懇親会費3,000円）

　ご参加は当自主研サイトからお申込み下さい。（10月13日（金）締切）

　・新規入会ご希望のとき→入会案内>入会申込フォームから

　・公開講座のみのお申し込み→公開講座申込みフォームから

　　　　　https://ningenroshi.org/

※当自主研の会員は１０月上旬の例会案内により出欠をお知らせ下さい

【お問い合せ】メール info@ningenroshi.org 電話 070-5658-6199（代表幹事 伊丹匡哉）

現在の外国人技能実習制度は問題が指摘され制度の変更が検討されていますが、変更後も外国

人労働者を必要とする企業は多く、これまでの経験が今後も必要とされる機会があることと思われ

ます。今回は外国人労働に実績のある弁護士をお招きし、その経験談をお話しいただきます。

ユニオンとの団交

ユニオンは労働組合のことですが、どの企業の

労働者も加入できる合同労組を指すことがあ

ります。使用者は団体交渉（団交）に誠実に応

じる義務がありますが、外国人労働者が加入

したユニオンからの団交申入れもあります。

同行監査

外国人技能実習生をあっせんし、受入企業を監査等

する監理団体は許可制です。監理団体が選任した外

部監査人が監理団体の業務を監査する制度もありま

す。監理団体は受入企業を定期監査しますが、外部

監査人がこれに同行するのが同行監査です。

https://ningenroshi.org/
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